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（
目
的
）

第
１
条　

こ
の
条
例
は
、
す
べ
て

の
国
民
に
基
本
的
人
権
の
享
有

を
保
障
し
、
法
の
下
の
平
等
を
定

め
る
日
本
国
憲
法
の
理
念
、
人
権

教
育
及
び
人
権
啓
発
の
推
進
に
関

す
る
法
律
の
趣
旨
並
び
に
同
和
対

策
審
議
会
答
申
の
精
神
に
の
っ
と

り
、
最
も
深
刻
に
し
て
重
大
な
社

会
問
題
で
あ
る
部
落
差
別
を
は
じ

め
、
あ
ら
ゆ
る
差
別
に
よ
り
今
な

お
人
間
の
尊
厳
が
侵
さ
れ
て
い
る

こ
と
に
か
ん
が
み
、
根
本
的
か
つ

速
や
か
に
部
落
差
別
等
の
撤
廃
と

人
権
擁
護
を
図
り
、
も
っ
て
人
権

尊
重
を
基
調
と
す
る
差
別
の
な
い

明
る
い
菊
池
市
の
実
現
に
寄
与
す

る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（
市
の
責
務
）

第
２
条　

市
は
、
前
条
の
目
的
を
達

成
す
る
た
め
、
必
要
な
施
策
を
積

極
的
に
推
進
す
る
と
と
も
に
、
行

政
の
す
べ
て
の
分
野
で
市
民
の
人

権
意
識
の
高
揚
に
努
め
る
も
の
と

す
る
。

（
市
民
の
責
務
）

第
３
条　

す
べ
て
の
市
民
は
、
相
互

に
基
本
的
人
権
を
尊
重
す
る
と
と

も
に
、
部
落
差
別
を
は
じ
め
、
あ

ら
ゆ
る
差
別
を
な
く
す
た
め
の
施

策
に
協
力
し
、
自
ら
も
部
落
差
別

を
は
じ
め
人
権
侵
害
に
関
す
る
行

為
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

（
市
の
施
策
の
推
進
）

第
４
条　

市
は
、
基
本
的
人
権
を
擁

護
し
、
部
落
差
別
を
は
じ
め
、
あ

ら
ゆ
る
差
別
を
撤
廃
す
る
た
め
に

必
要
な
生
活
環
境
の
改
善
、
社
会

福
祉
の
充
実
、
産
業
の
振
興
、
職

業
の
安
定
、
教
育
の
充
実
、
人
権

擁
護
意
識
の
高
揚
等
に
関
す
る
施

策
に
つ
い
て
、
市
民
及
び
関
係
団

体
と
協
力
の
上
、
推
進
に
努
め
る

も
の
と
す
る
。

（
教
育
及
び
啓
発
活
動
の
充
実
）

第
５
条　

市
は
、
市
民
の
人
権
意
識

の
普
及
高
揚
を
図
る
た
め
、
関
係

団
体
と
協
力
関
係
を
密
に
し
、
充

実
し
た
人
権
教
育
の
推
進
を
図
り
、

あ
ら
ゆ
る
機
会
を
と
ら
え
て
、
啓

発
活
動
を
行
い
、
人
権
擁
護
の
社

会
づ
く
り
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

（
推
進
体
制
の
充
実
）

第
６
条　

市
は
、
部
落
差
別
を
は
じ

め
、
あ
ら
ゆ
る
差
別
の
撤
廃
に
関

す
る
施
策
を
効
果
的
に
推
進
す
る

た
め
、
国
、
県
及
び
関
係
団
体
と

連
携
を
図
り
、
推
進
体
制
の
充
実

に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

（
審
議
会
）

第
７
条　

部
落
差
別
を
は
じ
め
、
あ

ら
ゆ
る
差
別
を
な
く
す
た
め
の
重

要
事
項
を
調
査
審
議
す
る
た
め
、

菊
池
市
部
落
差
別
等
撤
廃
・
人
権

擁
護
審
議
会
（
以
下
「
審
議
会
」

と
い
う
。
）
を
設
置
す
る
。

２　

審
議
会
の
組
織
及
び
運
営
に
関

す
る
事
項
は
、
規
則
で
定
め
る
。

（
委
任
）

第
８
条　

こ
の
条
例
の
施
行
に
関
し

必
要
な
事
項
は
、
市
長
が
定
め
る
。

　

附　

則

　

こ
の
条
例
は
、
平
成
17
年
３
月
22

日
か
ら
施
行
す
る
。

（
趣
旨
）

第
１
条　

こ
の
規
則
は
、
菊
池
市
部

落
差
別
等
撤
廃
・
人
権
擁
護
に
関

す
る
条
例
（
平
成
17
年
菊
池
市
条

例
第
１
３
１
号
。
以
下
「
条
例
」

と
い
う
。
）
第
７
条
第
２
項
の
規

定
に
基
づ
き
、
菊
池
市
部
落
差
別

等
撤
廃
・
人
権
擁
護
審
議
会
（
以

下
「
審
議
会
」
と
い
う
。
）
の
組

織
及
び
運
営
に
関
し
必
要
な
事
項

を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
所
掌
事
務
）

第
２
条　

審
議
会
は
、
次
に
掲
げ
る

事
項
を
調
査
・
審
議
す
る
と
と
も

に
、
市
長
の
諮
問
に
答
申
し
、
必

要
に
応
じ
て
市
長
に
意
見
を
述
べ

る
こ
と
が
で
き
る
。

（
１
）　

市
民
の
人
権
意
識
の
普

及
高
揚
を
図
る
た
め
の
教
育
及

び
啓
発
活
動
の
充
実
に
関
す
る

事
項

（
２
）　

部
落
差
別
等
を
撤
廃
す

る
た
め
の
施
策
の
推
進
に
関
す

る
事
項

（
３
）　

市
民
の
意
識
調
査
の
実

施
と
結
果
の
集
約
に
関
す
る
事

項
（
４
）　

条
例
第
４
条
に
掲
げ
る

事
業
に
関
す
る
基
本
的
な
方
針

に
関
す
る
事
項

（
５
）　

そ
の
他
重
要
な
施
策
に

関
す
る
事
項

（
組
織
）

第
３
条　

審
議
会
は
、
委
員
20
人
以

内
を
も
っ
て
組
織
す
る
。

２　

委
員
は
、
次
に
掲
げ
る
者
に
つ

い
て
市
長
が
委
嘱
す
る
。

（
１
）　

市
議
会
議
員

（
２
）　

学
識
経
験
を
有
す
る
者

（
３
）　

各
種
団
体
か
ら
推
薦
を

受
け
た
者

（
４
）　

そ
の
他
市
長
が
適
当
と

認
め
る
者

（
委
員
の
任
期
）

第
４
条　

委
員
の
任
期
は
、
２
年
と

す
る
。
た
だ
し
、
補
欠
委
員
の
任

期
は
、
前
任
者
の
残
任
期
間
と
す

る
。

（
会
長
及
び
副
会
長
）

第
５
条　

審
議
会
に
会
長
及
び
副
会

長
各
１
人
を
置
き
、
委
員
の
互
選

と
す
る
。

２　

会
長
は
、
審
議
会
を
代
表
し
、

会
務
を
総
理
す
る
。

３　

副
会
長
は
、
会
長
を
補
佐
し
、

会
長
に
事
故
が
あ
る
と
き
は
、
そ

の
職
務
を
代
理
す
る
。

（
会
議
）

第
６
条　

会
長
は
、
審
議
会
を
招
集

し
、
そ
の
議
長
と
な
る
。

２　

審
議
会
は
、
委
員
の
過
半
数
が

出
席
し
な
け
れ
ば
会
議
を
開
く
こ

と
が
で
き
な
い
。

３　

議
事
は
、
出
席
委
員
の
過
半

数
で
決
し
、
可
否
同
数
の
と
き
は
、

議
長
の
決
す
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

４　

審
議
会
は
、
部
落
差
別
及
び
人

権
問
題
に
関
し
見
識
を
有
す
る
者

か
ら
意
見
を
聴
く
こ
と
が
で
き
る

も
の
と
す
る
。

（
部
会
）

第
７
条　

会
長
が
必
要
と
認
め
る
と

き
は
、
審
議
会
に
専
門
的
事
項
を

分
掌
さ
せ
る
た
め
、
部
会
を
置
く

こ
と
が
で
き
る
。

２　

部
会
は
、
会
長
が
指
名
す
る
者

で
組
織
す
る
。

（
ま
ち
づ
く
り
推
進
委
員
）

第
８
条　

市
民
の
人
権
意
識
の
普
及

高
揚
を
図
る
た
め
の
教
育
及
び
啓

発
活
動
を
推
進
す
る
た
め
、
地
域

の
指
導
者
と
し
て
、
ま
ち
づ
く
り

推
進
委
員
（
以
下
「
委
員
」
と
い

う
。
）
を
置
く
。

２　

委
員
は
、
20
人
以
内
と
し
、
市

長
が
委
嘱
す
る
。

３　

委
員
の
任
期
は
、
２
年
と
す

る
。
た
だ
し
、
補
欠
委
員
の
任
期

は
、
前
任
者
の
残
任
期
間
と
す
る
。

（
庶
務
）

第
９
条　

審
議
会
の
庶
務
は
、
総
務

部
人
権
啓
発
課
に
お
い
て
処
理
す

る
。

（
そ
の
他
）

第
10
条　

こ
の
規
則
に
定
め
る
も
の

の
ほ
か
、
審
議
会
の
運
営
に
関
し

必
要
な
事
項
は
、
会
長
が
審
議
会

に
諮
っ
て
定
め
る
。

　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
17
年
３
月
22

日
か
ら
施
行
す
る
。

第１回菊池市人権・同和教育研究集会
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菊
池
市
部
落
差
別
等
撤
廃
・

人
権
擁
護
審
議
会
規
則

菊
池
市
部
落
差
別
等
撤
廃
・

人
権
擁
護
に
関
す
る
条
例

育てよう 一人一人の 人権意識

　第１回菊池市人権・同和教育研究集会並びに第１回菊池市人権
啓発講演会が市民など約 1,200 人が参加し、菊池体育センター
（旧菊池勤労者体育センター）で行われました。
　差別のない明るい菊池市づくりを目的に菊池市、菊池市教育委
員会、菊池市人権・同和教育推進協議会の主催で開催。講演会で
は、九州ルーテル学院大学非常勤講師の中村貞夫さんが「愛と感
動のメッセージ」～感性に訴える人権教育～と題して講演しまし
た。中村さんは「偉大なる人生を送ることは命を大切に。めざそ
う命の尊さ。愛と感動のルネサンス。また、NO.1 の世界を選ん
で日本一の人権のまち菊池市の構築を」などと話されました。
　午後からは、菊池少年少女合唱団が美しいハーモニーで人権の
歌を披露し、人権作文発表として、水源小６年の藤本彩花さんが
「平和を望んで」、泗水中１年の木村美晴さんが「これからの自分」、
菊池高校１年の池上　輝さんが「自分が頑張れること」と題して
それぞれ発表しました。その後、人権バンド「イソジンズ」が歌
と語りで差別のおかしさなどを訴えました。

第１回菊池市人権・同和教育研究集会

人権バンド「イソジンズ」

～第１回 菊池市　人権・同和教育研究集会並びに人権啓発講演会～

日本一の「人権のまち菊池市」の構築を

菊
池
市
部
落
差
別
等
撤
廃
・
人
権
擁
護
に
関
す
る
条
例

お
よ
び
同
審
議
会
規
則
を
紹
介
し
ま
す

　

人
権
尊
重
を
基
調
と
す
る
差
別
の
な
い
明
る
い
菊
池
市
の
実
現
を
目
的
に
「
菊
池
市
部
落
差
別
等
撤

廃
・
人
権
擁
護
に
関
す
る
条
例
」
お
よ
び
「
菊
池
市
部
落
差
別
等
撤
廃
・
人
権
擁
護
審
議
会
規
則
」
が
、

合
併
の
日
と
同
日
の
３
月
22
日
に
制
定
・
施
行
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

市
民
の
皆
さ
ん
も
こ
の
条
例
・
規
則
の
主
旨
を
ご
理
解
頂
き
、
人
権
意
識
の
高
揚
に
努
め
ら
れ
ま
す
よ

う
に
お
願
い
致
し
ま
す
。


